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第１０ 屋外タンク貯蔵所 

１ タンクの容積の算定 

 (1) 楕円型又は円筒型のタンクについては、危規則第２条によるほか実計算による。 

 (2) 中仕切りタンクにあっては、空間容積は間仕切りにより仕切られた室ごとに算定を

する。 

 (3) 縦置円筒型のタンクのうち、機能上屋根を放爆構造にできない圧力タンクにあって

は、屋根の部分も内容積に含める。 

２ 保安距離 

 (1) 危政令第１１条第１項第１号に規定する「保安距離」は、「第７ 製造所」の例に

よる。 

 (2) 保安距離の起算点は、次による。 

  ア 屋外貯蔵タンクの側板とする。 

  イ 危政令第１１条第１項第１６号に規定する「被覆設備」を設けた場合は、当該被

覆設備の先端からとする。 

  ウ 側板の周囲に保温材を使用する場合は、当該保温材の外面とする。 

３ 敷地内距離（昭和５１年７月８日消防危第２２号通知） 

  危政令第１１条第１項第１号の２に規定する「敷地内距離」は、次による。 

 (1) 敷地境界線と屋外タンク貯蔵所の間に製造所等が存していても、敷地境界線と屋外

貯蔵タンクの側板までの距離として差し支えない。 

 (2) 危規則第１９条の２第２号に規定する「地形上火災が生じた場合においても延焼の

おそれが少ない」場合及び同条第４号に規定する「敷地境界線の外縁に、告示で定め

る施設が存在する」場合には、何らの措置を講じなくても、衣浦東部広域連合長が定

めた距離とすることができる。ただし､「敷地境界線の外縁に、危告示で定める施設」

として危告示第４条の２の２第３号に該当する道路には、当該屋外タンク貯蔵所の存

する事業所の敷地の周囲に存する道路の状況から避難路が確保されていないと判断さ

れるものについては、該当しないものとする。 

   この場合において「地形上火災が生じた場合においても延焼のおそれが少ない」も

のとしては、屋外タンク貯蔵所の存する事業所の敷地に隣接して次のいずれかのもの

が存在する場合等である。 

   なお、これらのものが二以上連続して存する場合も同様とする。 
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  ア 海、湖沼、河川又は水路 

  イ 工業専用地域内の空地又は工業専用地域となることが確実である埋立中の土地 

 (3) （２）に掲げる場合以外で、敷地内距離を減少させる場合には、防火上有効な塀及

び水幕設備等の設置を必要とする。 

なお、緑地（都市計画法第１１条第１項第２号のものをいう｡）、公園、道路（危

告示第４条の２の２第３号に規定する道路以外のものをいう｡）等が事業所に隣接す

る場合においても、防火上有効な塀、水幕設備等を設置しなければ当該距離を減少す

ることはできない。また、防火上有効な塀、防火上有効な水幕設備の設置については、

「タンク冷却用散水設備に関する運用基準及び屋外タンク貯蔵所に係る防火塀及び水

幕設備の設置に関する運用基準について」（昭和５５年７月１日消防危第８０号通知）

別添２「屋外タンク貯蔵所に係る防火塀及び水幕設備の設置に関する運用基準」によ

る。 

 (4) 特殊な形態の屋外貯蔵タンクの直径等の数値の算定 

  ア 角型のタンクにあっては、最大液表面積を円の面積に置き換え、そのときの直径

の値を直径等の数値とする。 

  イ 円筒横置型のタンクにあっては、タンクの鏡の部分も含んだ横の長さを直径等の

数値とする。 

 (5) タンクの高さとは、特段の規定がない限りいずれの型のタンクも防油堤内の地盤面

からタンク頂部（縦置円筒型のタンクにあっては胴の頂部）までの高さとする。 

４ 保有空地 

 (1) 危政令第１１条第１項第２号に規定する「保有空地」は、「第７ 製造所」の例に

よる。 

 (2) 保有空地の起算点は、次による。 

  ア 屋外貯蔵タンクの側板とする。 

  イ 危政令第１１条第１項第１６号に規定する「被覆設備」を設けた場合は、当該被

覆設備の先端からとする。 

  ウ 側板の周囲に保温材を使用する場合は、当該保温材の外面とする。 

５ 標識及び掲示板 

  危政令第１１条第１項第３号に規定する「標識及び掲示板」は、「第７ 製造所」の

例によるほか、次による。 
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 (1) タンク側板に直接表示することは認められない。 

 (2) タンク群（一の防油堤内に複数のタンクを設ける場合に限る｡）にあっては、次に

よる。 

  ア 標識は、タンク群ごとに１枚でよいものとする。 

  イ タンク群における標識及び掲示板は、各タンクを判別できるように一括して設け

ることができる（第１０－１図参照）。 

 

６ タンクの構造 

 (1) 危政令第１１条第１項第４号に規定する「３．２ミリメートル以上の鋼板」には、

危規則第２０条の５第１号に規定する鋼板及びこれと同等以上の機械的性質を有する

鋼板も含まれる。 

 (2) 危政令第１１条第１項第４号に規定する「圧力タンク」は、次による。 

  ア 最大常用圧力が正圧又は負圧で５キロパスカルを超えるものとする。 

  イ 負圧タンクの水圧試験は、当該負圧の数値の絶対値に相当する圧力の１．５倍の

№１ №２ 
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第１０－１図 標識、掲示板の例 
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水圧をタンクに加えて行うことができる（平成９年１０月２２日消防危第１０４号

質疑）。 

 (3) 電気式加熱保温設備 

   ＭＩケーブルを使用して加熱保温する場合、次によるときは認めて差し支えない

（昭和５５年１０月１５日消防危第１２６号質疑）。 

  ア タンク本体の加熱保温 

   (ｱ) タンク側板にＭＩケーブル固定金具を点溶接し、それにＭＩケーブルを敷設す 

る。 

   (ｲ) タンク外部の保温は保温材（ロックウール、けい酸カルシウム、グラスウール） 

等で覆い、防水材を巻付けし外装をカラー鉄板で覆う。 

   (ｳ) 温度はタンク壁に防爆型白金測温抵抗体を温度コントロール用及び警報用とし 

て取り付け、遠隔指示される。 

  イ 配管の加熱保温 

   (ｱ) 配管にはＭＩケーブルを亜鉛引鉄線でトレースし、下巻材（亜鉛引鉄板）で覆 

い、更に保温材（けい酸カルシウム）を取り付け、防水材を巻き、外装をカラー 

鉄板で覆う。 

   (ｲ) 配管内の温度は防爆型白金測温抵抗体を取り付け、遠隔指示される。 

  ウ 保安装置 

   (ｱ) 監視室に保安装置を設置し、常に使用状態を監視する。 

   (ｲ) 故障時（漏電事故、過電流事故、異常過熱事故等）には、警報表示ランプの点 

灯及び警報を発するとともに自動的に電源を遮断する。 

 (4) タンクの保温材 

   タンク側板に保温材を設ける場合は、材質は不燃性又は難燃性のものとし、次によ

る。 

  ア 保温材の外装材等から雨水が浸入するのを防止するための有効な措置を講じられ

ている。 

  イ 側板最下端の溶接部等を点検するために必要な範囲は、施工を行わない。 

  ウ 保温材を施工する部分のタンク外面には、有効なさびどめ塗装を行う。 

  エ 保温材としてウレタンフォームを使用する場合は、「保温材としてウレタンフォ

ームを使用する屋外タンク貯蔵所の取扱いについて」（昭和５１年９月３日消防危
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第５１号通知）及び「屋外貯蔵タンクの保温材としてのウレタンフォームの難燃性

の判断基準について」（昭和５１年９月２５日消防危第５７号通知）による。 

 (5) 濃硝酸を貯蔵する屋外貯蔵タンクの材質は、アルミニウムとすることができる（昭

和４０年４月８日自消丙予発第６６号質疑）。 

７ 耐震、耐風圧構造 

 (1) ５００キロリットル未満の屋外貯蔵タンクの耐震及び耐風圧構造計算式 

  ア タンクの構造 

   

  イ 計算条件 

    設計水平震度 ：Ｋｈ（０．３） 

    設計鉛直震度 ：Ｋｖ（０．１５） 

    タンク底板と基礎上面との間の摩擦係数：μ 

    風荷重：危険物告示第４条の１９第１項により算出したもの 

  ウ 自重の計算 

    タンクの自重をＷＴ、危険物重量をＷＬとする。 

    ＷＴ＝（底板＋側板＋屋根板＋屋根骨＋付属品）×９．８ 

    ＷＴ＝（単位ｋＮ） 

    ＷＬ＝タンク容量（ｋℓ）×（比重×９．８） 

    ＷＬ＝（単位ｋＮ） 

  エ 転倒の検討 

Ｄ ：タンクの内径 

Ｈ ：タンクの高さ 

Ｈ１：屋根の高さ 

ｈ ：液面の高さ 

Ｈ２：地盤面からの高さ 

Ｈ１ 

Ｄ ｈ Ｈ Ｈ２ 
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   (ｱ) 満液時における転倒モーメント及び抵抗モーメント（地震時） 

     転倒モーメント＝（ＷＴ×Ｋｈ×（Ｈ＋Ｈ１）／２）＋（ＷＬ×Ｋｈ×ｈ／２） 

            （単位ｋＮ・ｍ） 

     抵抗モーメント＝（ＷＴ＋ＷＬ）×(１－Ｋｖ)×Ｄ／２ 

            （単位ｋＮ・ｍ） 

     抵抗モーメント＞転倒モーメントとなれば転倒しないものと考えられる。 

   (ｲ) 空液時における転倒モーメント及び抵抗モーメント（風圧時） 

     風圧力をＰｗとする。 

     Ｐｗ＝（風荷重)×(タンクの垂直断面積） 

     転倒モーメント＝Ｐｗ×（Ｈ＋Ｈ１）／２（単位ｋＮ・ｍ） 

     抵抗モーメント＝ＷＴ×Ｄ／２（単位ｋＮ・ｍ） 

     抵抗モーメント＞転倒モーメントとなれば転倒しないものと考えられる。 

  オ 滑動の検討 

    タンク底板と基礎上面との間の摩擦係数をμ(０．５）とする。 

   (ｱ) 地震時 

     μ（１－Ｋｖ）＞Ｋｈとなれば、空液時及び満液時ともに滑動しないものと考

えられる。 

   (ｲ) 風圧時 

     滑動力＝風圧力（Ｐｗ）＞抵抗力＝ＷＴ×μとなると強風時にはタンクの滑動

が予想される。したがって、タンクの滑動を防止するために必要な貯蔵危険物の

液面の高さｈ´は、次のようになる。 

    

(2) 危規則第２１条第１項の「堅固な地盤又は基礎の上に固定したもの」の「固定」と

は、支柱が直接タンクにつかず、タンクに巻いたアングル等についているか又は底板

の縁が基礎にボルト等で固定されていることをいう（昭和３５年７月６日自消乙予発

第２号質疑）。 

   なお、縦置円筒型タンクにあっては、次による（第１０－２図参照）。◆ 

ｈ´＝ 
（滑動力)－(抵抗力) 

（タンクの底面積）×(貯蔵危険物の比重×９．８)×μ 
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  ア 固定のためのボルト等を直接タンクの側板及び底板に接合することなく、原則と

してタンク側板に取り付けたブラケットにより基礎に固定する方法とする。 

  イ 固定のためのボルト等は、地震動による慣性力及び風荷重に耐えるものとする。 

     

 

 (3) 危政令第１１条第１項第５号に規定する「支柱」について、同条「その他これらと

同等以上の耐火性能を有するもの」は、次のものとする（昭和４０年１０月２６日自

消乙予発第２０号通知）。 

  ア 鉄骨を、塗厚さ４センチメートル（軽量骨材を用いたものについては３センチメ

ートル）以上の鉄網モルタルで覆ったもの 

  イ 鉄骨を、厚さ５センチメートル（軽量骨材を用いたものについては４センチメー

トル）以上のコンクリートブロックで覆ったもの 

  ウ 鉄骨を、厚さ５センチメートル以上のれんが又は石で覆ったもの 

  エ 鉄骨を厚さが３センチメートル以上の吹付石綿（かさ比重が０．３以上のものに

限る｡）で覆ったもの 

８ 異常内圧放出構造 

  危政令第１１条第１項第６号に規定する「内部のガス又は蒸気を上部に放出すること

ができる構造」は、次による。 

 (1) 縦置型タンク 

ア 屋根板を側板より薄くし、補強材等を接合していないもの 

イ 屋根板と側板の接合を側板相互及び側板と底部との接合より弱く（片面溶接等）

 

第１０－２図 ブラケットにより基礎に固定する方法例 

底板 

側板 
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したもの 

 (2) 横置型タンク 

   異常上昇内圧を放出するため、十分な放出面積を有する局部的な弱い接合部分を設

けたもの 

９ タンク底板以外のさびどめ塗装 

  危政令第１１条第１項第７号に規定する「さびどめのための塗装」は、ステンレス鋼

板等腐食しがたい材料で造られているタンクについては、適用しないことができる。 

１０ タンク底板の防食措置 

 (1) 危政令第１１条第１項第７号の２に規定する「底板の外面の腐食を防止するための

措置」を講ずる場合において、防食材料としてオイルサンドの使用は認められない。 

 (2) アスファルトサンドの施工方法 

  ア タンク敷設基礎地盤面は、アスファルトサンド敷設前に十分整地され、堅固な基

礎に仕上げる。 

  イ 施工範囲は、タンク側板から６０センチメートル程度までとする。 

  ウ 施工厚さは、５センチメートル以上とし、硬化前に転圧し仕上げる。 

  エ 底板の外周部は、コンクリートモルタル、アスファルト等により防水の処置を行

い、底板外面に水分が浸入しない構造とする。 

  オ 表面の仕上げの精度は、危告示第４条の１０第６号の規定に準じる。 

 (3) タンク底部の雨水浸入防止措置（昭和５４年１２月２５日消防危第１６９号通知） 

   タンク底部のアニュラ板等外側張出し部近傍からタンク底部の下に雨水が浸入する

のを防止するための措置は、次による方法又はこれと同等以上の効果を有する方法に

より行う（第１０－３図から第１０－５図参照）。 

  ア 犬走り部の被覆は、次によること。 

   (ｱ) 被覆幅は、使用材料の特性に応じ、雨水の浸入を有効に防止することができる

幅とする。 

   (ｲ) 被覆は、犬走り表面の保護措置の上部に行う。 

  イ 被覆材料は、防水性を有するとともに、適切な耐候性、防食性、接着性及び可撓

性を有する。 

  ウ 被覆は、次の方法により行うこと。 

   (ｱ) 被覆材とアニュラ板上面及び犬走り表面との接着部は、雨水が浸入しないよう
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必要な措置を講じる。 

   (ｲ) 屋外貯蔵タンクの沈下等によりアニュラ板と被覆材との接着部等に隙間を生じ

るおそれのある場合は、被覆材の剥離を防止するための措置を講じる。 

   (ｳ) 被覆厚さは、使用する被覆材の特性に応じ、剥離を防ぎ、雨水の浸入を防止す

るのに十分な厚さとする。 

   (ｴ) 被覆表面は、適当な傾斜をつけるとともに、平滑に仕上げる。 

   (ｵ) アニュラ板外側張出し部先端等の段差を生ずる部分に詰め材を用いる場合は、

防食性、接着性等に悪影響を与えないものとする。 

   (ｶ) ベアリングプレートを敷設する屋外貯蔵タンクにあっては、ベアリングプレー

ト外側張出し部についても、上記（ア）から（オ）までに掲げる事項に準じて措

置する。 

    

貯蔵タンク 

  

アスファルトサンド層等 

雨水侵入防止装置 

犬走り保護面 

鉄筋コンクリートリング 

第１０－３図 雨水侵入防止措置例１ 
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１１ 通気管 

  危規則第２０条第１項第１号ハ及び第２号ロに規定する「細目の銅網等による引火防

止装置」の細目の銅網とは次のとおりとする。◆ 

 (1) 引火点７０度未満の危険物を貯蔵する場合は４０メッシュとする。  

 (2) 引火点７０度以上の危険物を貯蔵する場合は２０メッシュとする。 

１２ 自動表示装置 

貯蔵タンク 

 

アスファルトサンド層等 

雨水侵入防止装置 

犬走り保護面 

鉄筋コンクリートリング 

第１０－４図 雨水侵入防止措置例２ 

貯蔵タンク 

アスファルトサンド層等 

雨水侵入防止装置 

犬走り保護面 

鉄筋コンクリートリング 

第１０－５図 雨水侵入防止措置例３ 
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  危政令第１１条第１項第９号に規定する「危険物の量を自動的に表示する装置」は、

次のものとする。 

 (1) フロート式液面計 

 (2) ディスプレーサ式 

 (3) 圧力式液面計 

 (4) ガラスゲージ式液面計 

１３ 注入口 

  危政令第１１条第１項第１０号の注入口は、次による。 

 (1) 注入口は、タンクとの距離に関係なくタンクの附属設備とする。 

 (2) 一の注入口で二以上の屋外タンク貯蔵所に併用するものにあっては、主たる屋外タ

ンク貯蔵所の注入口として許可する（昭和４０年１０月２６日自消乙予発第２０号通

知）。 

   なお、この場合、当該注入口をいずれのタンクの設備とするかは、次の順位による。 

  ア 貯蔵する危険物の引火点が低いタンク 

  イ 容量が大きいタンク 

  ウ 注入口との距離が近いタンク 

 (3) 注入口の直下部周囲には、漏れた危険物が飛散等しないよう、必要に応じて貯留設

備を設ける。 

 (4) 注入口は、蒸気の滞留するおそれがある階段、ドライエリア等を避けた位置とする。 

 (5) 注入口付近に設ける静電気を有効に除去するための接地電極は、次による。 

  ア 屋外タンク貯蔵所の避雷設備の接地極が注入口付近にある場合には、当該接地電

極と避雷設備の接地極と兼用しても差し支えない（平成元年７月４日消第６４号質

疑）。 

  イ 「その他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物」とは、一般に

特殊引火物、第１石油類、第２石油類が該当する。 

  ウ 接地抵抗値がおおむね１００オーム以下となるように設ける。 

  エ 接地端子と接地導線の接続は、ハンダ付等により完全に接続する。 

  オ 接地導線は、機械的に十分な強度を有する太さとする。 

  カ 接地端子は、移動貯蔵タンクの接地導線と有効に接地ができる構造とし、取付箇

所は、引火性危険物の蒸気が漏れ、又は滞留するおそれのない場所とする。 
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  キ 接地端子の材質は、導電性のよい金属（銅、アルミニウム等）を用いる。 

 (6) 二以上の注入口が一箇所に群をなして設置されている場合で、掲示板を設けなけれ

ばならないときは、当該注入口群に一の掲示板を設けることをもって足りる。また、

表示する危険物の品名は、当該注入口群において取り扱われる危険物のうち表示を必

要とするもののみでよいものとする（昭和４０年１０月２６日自消乙予発第２０号通

知）。 

 (7) 「市町村長等が火災の予防上当該掲示板を設ける必要がないと認める場合」とは、

注入口が屋外貯蔵タンクの直近にあり、当該タンクの注入口であることが明らかであ

る場合、関係者以外の者が出入りしない場所にある場合等が該当する（昭和４０年１

０月２６日自消乙予発第２０号通知）。 

 (8) 注入口付近においてタンクの自動表示装置を視認できないものにあっては、注入口

付近にタンク内の危険物の量を容易に覚知することができる装置、危険物の量がタン

ク容量に達した場合に警報を発する装置、又は連絡装置等を設ける。◆ 

 (9) 危政令第２７条第６項第４号ニの規定により、引火点が４０度未満の危険物を移動

貯蔵タンクから屋外貯蔵タンクに注入するときは、移動タンク貯蔵所のエンジンを停

止して行う必要があるので、当該移動タンク貯蔵所からの落差によって危険物の注入

ができない場合は、屋外タンク貯蔵所に注入のためのポンプ設備を必要とする。 

１４ ポンプ設備 

  危政令第１１条第１項第１０号の２に規定するポンプ設備は、次による。 

 (1) ポンプ設備は、防油堤内に設けてはならない（昭和４０年１０月２６日自消乙予発

第２０号通知）。 

 (2) ポンプ設備の保有空地については、次による。 

  ア ポンプ設備は、屋外タンク貯蔵所の一部であるため、当該屋外タンク貯蔵所の空

地内に置くことは差し支えないが、その場合タンクとの間に当該屋外タンク貯蔵所

の空地の幅の３分の１以上の距離を保たなければならない。 

  イ 危政令第１１条第１項第１０号の２イに掲げる「防火上有効な隔壁を設ける場合」

には、１棟の工作物のなかでポンプ設備の用途に供する部分と他の用途に供する部

分とが耐火構造の隔壁で屋根裏まで完全に仕切られている場合を含む（昭和４０年

１０月２６日自消乙予発第２０号通知）。 

  ウ 危政令第１１条第１項第１０号の２イの規定にかかわらず、内部に人が入り点検
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又は補修等ができるポンプ室に設ける場合にあっては、次によることができる。 

   (ｱ) 主要構造部を耐火構造とし、開口部に特定防火設備を設置した専用のポンプ室

にあっては、保有空地を確保しなくても差し支えない。 

   (ｲ) 危政令第１１条第１項第１０号の２ハからチまでに規定する構造とした専用の

ポンプ室にあっては、保有空地の幅を１メートル以上（ポンプを通過する危険物

の引火点が４０度以上の場合にあっては､０．５メートル以上）とすることがで

きる。 

  エ ポンプ相互間については、保有空地を確保しなくても差し支えない。 

 (3) 一のポンプ設備で二以上のタンクのポンプ設備を兼ねる場合、当該ポンプ設備をい 

ずれのタンクに附属させるかの取扱いについては、１３（２）の注入口の例による。 

 (4) 二以上のポンプ設備が一箇所に群をなして設置されている場合においては、当該二 

以上のポンプ設備の群をもって一のポンプ設備とする。したがって当該ポンプ設備は、 

その属するすべてのタンクのポンプ設備としての性格を有することとなるのでその属 

するどのタンクの保有空地内に置くことも可能であるが、どのタンクとの距離もタン 

クの保有空地の幅の３分の１以上でなければならない。また、取り扱う危険物により 

掲示板が必要な場合も一の掲示板を設置すれば足りるが、二以上の品名に係る場合は、 

当該二以上の品名を列記する。この場合、設置又は変更の許可等の取扱については、 

主たるタンクのポンプ設備として取り扱う（昭和４０年１０月２６日自消乙予発第２ 

０号通知）。 

(5) 「市町村長等が火災の予防上当該掲示板を設ける必要がないと認める場合」とは、

１３（７）の注入口の例による（昭和４０年１０月２６日自消乙予発第２０号通

知）。 

１５ 弁 

  危政令第１１条第１項第１１号に規定する弁は、次による。 

 (1) 屋外タンク貯蔵所において使用するすべての弁が対象となる（昭和５６年６月１９

日消防危第７１号質疑）。 

 (2) 鋳鋼製の弁の代用として、次のものを使用して差し支えない。 

  ア 工業純チタン又は工業用純ジルコニウム製の弁（昭和３５年３月３１日国消乙予

発第２３号質疑） 

  イ ＪＩＳ Ｇ５７０５：２０００「黒心可鍛鋳鉄品（ＦＣＭＢ３４－１０及びＦＣ
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ＭＢ３５－１０）」及びＪＩＳ Ｇ５５０２：２００７「球状黒鉛鋳鉄品（ＦＣＤ

４００－・・・及びＦＣＤ４５０－・・・）」に適合する材料で造られた弁 

  ウ ＪＩＳ Ｇ５１２１：２００３「ステンレス鋼鋳鋼品（ＳＣＳ・・・）」、ＪＩ

Ｓ Ｇ３２０１：２００８「炭素鋼鍛鋼品（ＳＦ・・・）」 

１６ 水抜管（昭和４０年１０月２６日自消乙予発第２０号通知） 

  危政令第１１条第１項第１１号の２ただし書によりタンクの底板に水抜管を設ける場

合は、次による。 

 (1) 水抜管とタンクとの結合部分及び当該結合部分の直近の水抜管の部分が、地震等の

際、タンクの基礎部分及び地盤面に触れないよう、当該水抜管とタンクの基礎との間

にその直径以上の間げきを保つ。 

 (2) 架台に支えられたタンク等、タンクの底板と地盤面との間に適当な空間を設けられ

ているものの底板に、当該タンクの水抜管とその直下の地盤面との間に間げきが保た

れるように水抜管を設ける。 

１７ 配管及び可撓管継手 

  危政令第１１条第１項第１２号の２に規定する「配管とタンクとの結合部分に損傷を

与えないように設置」の措置として可撓管継手を使用する場合には、次による。 

 (1) 「可撓管継手の設置等に関する運用基準について」（昭和５６年３月９日消防危第

２０号通知）及び「可撓管継手に関する技術上の指針の取扱について｣（昭和５７年

５月２８日消防危第５９号通知）による。 

 (2) 一般財団法人日本消防設備安全センターにより性能評定されたものは、上記（１）

の運用基準の「可撓管継手に関する技術上の指針」等に適合しているので、設置等に

際しては評定品を用いるようにする。 

１８ 避雷設備 

  危政令第１１条第１項第１４号に規定する「避雷設備」は､「第２３ 避雷設備」に

よる。 

１９ 防油堤 

 (1) 危政令第１１条第１項第１５号の規定による防油堤は、危規則第２２条第２項によ

るほか､「防油堤の構造等に関する運用基準について｣（昭和５２年１１月１４日消防

危第１６２号通知）による。 

 (2) 目地 
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  ア 防油堤に設ける伸縮目地は、防油堤の１辺の長さが２０メートル以上の場合は必

要となる（平成１０年１０月１３日消防危第９０号質疑）。 

  イ 目地部に設ける可撓性材については､「防油堤目地部の補強材の性能等について」

（平成１０年３月２５日消防危第３３号通知）による。 

    なお、危険物保安技術協会で「防油堤目地部の補強に関する技術上の指針」（以

下「指針」という。）に規定するゴム製可撓性材及びステンレス製可撓性材につい

て、指針の性能に係る試験確認が実施されていることから、使用する際は「試験確

認済証」が貼付されたものを用いるようにする。 

 (3) 危規則第２２条第２項第６号の規定は、次により運用する。 

  ア 道路は、幅員４メートル以上とする。 

  イ 空地は、防油堤から４メートル以上の幅を確保し、当該空地に消防車両が容易に

進入できる道路等と接続されている。◆ 

  ウ 道路又は空地は、原則防油堤の周囲に接するように設けることが望ましいが、周

囲の状況等により消防活動に支障がないと認められる場合には、最低２面確保する

ことをもって足りるものとする。◆ 

 (4) 危規則第２２条第２項第８号に規定する屋外貯蔵タンクと防油堤の間に保つ距離は、

タンク側板と防油堤の天端の内側までの水平距離とする。 

 (5) 危規則第２２条第２項第１６号に規定する「堤内に出入りするための階段」は、防

油堤の周長が３０メートル未満であっても、一以上設置する。 

 (6) 防油堤内に矮性の常緑草を植栽する場合は、認めて差し支えない（平成８年２月１

３日消防危第２７号通知）。 

２０ 被覆設備（昭和３７年４月６日自消丙予発第４４号質疑） 

  危政令第１１条第１項第１６号の固体の禁水性物品の屋外貯蔵タンクに設ける「被覆

設備」は、防水性の不燃材料で造った屋根又は上屋に類似するものをいう。 

２１ 高引火点危険物の屋外タンク貯蔵所 

  高引火点危険物のみを１００度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所

については、危規則第２２条の２の３の基準又は危政令第１１条第１項の基準のいずれ

かを設置許可又は変更許可の申請者において選択できる（平成元年３月１日消防危第１

４号・消防特第３４号通知）。 

２２ アルキルアルミニウム等又はアセトアルデヒド等の屋外タンク貯蔵所 
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  危規則第２２条の２の５及び第２２条の２の６で特例を定めていない事項については、

危政令第１１条第１項の基準を適用する（平成元年３月１日消防危第１４号・消防特第

３４号通知）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


